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□ 消防法施行令、施行規則等の一部改正 

◆消防法施行令の一部を改正する政令（案）等に対する意見公募の結果及び改正政令等の公布 

令和４年９月 1 4日消防庁 

＜総務省消防庁 2022年 9月 14日＞ 

https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/a396fab2e3ad184e3f9f7e7338925019a2b4c2ac.pdf 

消防庁は、消防法施行令の一部を改正する政令（案）等の内容について、令和４年７月 15日から令和４年８月

18日までの間、国民の皆様から広く意見を公募したところ、17 件の御意見がございました。この結果を踏まえ

て、本日、「消防法施行令の一部を改正する政令」等を公布しましたのでお知らせします。 

１ 主な改正内容 

以下の事項について措置を行うため、消防法施行令（昭和 36 年政令第 37 号）、消防法施行規則（昭和 36年

自治省令第６号）、消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式（昭和 50 

年消防庁告示第 14 号）、消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十

項の規定に基づく登録講習機関の行う講習に係る基準（平成 16 年消防庁告示第 18 号）及び消防法施行規則第
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三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実施に関し必要な細目

（平成 16 年消防庁告示第 25 号）の改正並びに不活性ガス消火設備の閉止弁の基準を制定するものです。 

（１）二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止を図るための規定の整備に関する事項 

（２）消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書及び工事整備対象設備等着工届出書に添付する書類に関す

る事項 

２ 意見公募の結果 

消防法施行令の一部を改正する政令（案）等の内容について、令和４年７月 15日から令和４年８月 18日まで

の間、意見を公募したところ、17件の御意見がございました。 

いただいた御意見及び総務省の考え方は、別紙１のとおりです。 

３ 改正政令等の公布 

消防庁では、意見公募の結果を踏まえて検討し、改正政令等を令和４年９月 14日に公布しました。 

・改正政令等の概要 別紙２ 

・消防法施行令の一部を改正する政令（令和４年政令第 305 号） 別紙３ 

・消防法施行規則の一部を改正する省令（令和４年総務省令第 62 号） 別紙４ 

・消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件（令

和４年消防庁告示第５号） 別紙５ 

・消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登録

講習機関の行う講習に係る基準の一部を改正する件（令和４年消防庁告示第６号） 別紙６ 

・消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実

施に関し必要な細目の一部を改正する件（令和４年消防庁告示第７号）別紙７ 

・不活性ガス消火設備の閉止弁の基準（令和４年消防庁告示第８号） 別紙８ 

 

別紙１  省略 

別紙２ 

消防法施行令の一部を改正する政令等について  

令和４年９月 

消防庁予防課 

【概要】 

令和２年 12月から令和３年４月にかけて全域放出方式の二酸化炭素を消火剤とする不活性ガス消火設備（以下

「二酸化炭素消火設備」という。）に係る死亡事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止のため、二

酸化炭素消火設備に係る技術上の基準等について見直すほか、消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書及

び工事整備対象設備等着工届出書に添付する書類について合理化するものである。 

【改正法令等】 

・消防法施行令（昭和 36年政令第 37号。以下「令」という。） 

・消防法施行規則（昭和 36年自治省令第６号。以下「規則」という。） 

・消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式（昭和 50年消防庁告示第

14号） 

・消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の実

施に関し必要な細目（平成 16年消防庁告示第 25号） 

・消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登録

講習機関の行う講習に係る基準（平成 16年消防庁告示第 18号） 

・不活性ガス消火設備の閉止弁の基準（新規制定） 

 

１ 消防法施行令の一部を改正する政令について 

【改正内容】 

○ 既存防火対象物に設置されている一定の不活性ガス消火設備を最新の技術上の基準が適用される遡及対象設
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備に追加【令第 34 条関係】 

二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止策等を踏まえ、新たに総務省令で定めることとしている設置及び維

持に関する技術上の基準の一部を既存設備に対しても遡及して適用させるため、消防法（昭和 23年法律第 186

号）第 17条の２の５に基づく不遡及の原則が適用されない消防用設備等に一定の不活性ガス消火設備（全域放出

方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するもので、不活性ガス消火設備の設置及び維持に関す

る技術上の基準であって総務省令で定めるものの適用を受ける部分に限る。）を加える。 

○ 消防設備士等による点検の実施【令第 36条関係】 

現行法令では、延べ面積が 1,000㎡未満の駐車場（令別表第一（13）項に掲げる防火対象物）等の場合､消防設

備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者（※）（以下「消防設備士等」という。）で

ない者が点検を行うことでよいこととされているが､二酸化炭素消火設備が設置されているもののように、防火対

象物によっては、消防設備士等でない者が点検要領の手順を徹底することは難しく､事故発生のリスクが高いもの

もあるため､消防設備士等に点検をさせなければならない防火対象物に総務省令で定める防火対象物を加えるた

めの根拠規定を整備するもの｡ 

※ 総務省令で定める資格を有する者：消防設備点検資格者のこと。電気工事士や建築士などの資格を有する者や

一定の学歴を有する者で、点検に関し必要な知識や技能を習得することができる講習を修了し、免状の交付を

受けている者。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

 

２ 消防法施行規則の一部を改正する省令について 

（１）二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止を図るための規定の整備について 

【改正内容】 

○ 既存設備であっても最新の技術上の基準が適用される不活性ガス消火設備の特定等【規則第 33条の２関係】 

令第 34条第２号に規定する総務省令で定める不活性ガス消火剤として二酸化炭素を定めるとともに、同号に

規定する不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総務省令で定めるものとして、①

閉止弁の設置、②二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置、③防護区画内立入り時の閉止弁の閉止等、④点検

時にとるべき措置を定めた図書の備付け、⑤消火剤放出時の立入り制限に係る規定を定めるもの。 

○ 消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物【規則第 31 条の６の２関係】 

令第 36条第２項第４号に規定する消防設備士等による点検が特に必要である防火対象物は、全域放出方式の

二酸化炭素消火設備が設けられているものとするもの。 

○ 二酸化炭素消火設備に関する基準の追加【規則第 19条及び第 19 条の２関係】 

二酸化炭素消火設備に係る事故の再発防止策等を踏まえ、不活性ガス消火設備の技術上の基準の細目として、

全域放出方式の二酸化炭素消火設備に関し、以下を定めるもの。 

・起動用ガス容器を設けること 

・起動装置には、消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置を設けること 

・自動式の起動装置の場合には、二以上の火災信号により起動するものとすること 

・常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合の音響警報装置は音声によること 

・集合管又は操作管に消防庁長官が定める基準に適合する閉止弁を設けること 

・二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所に二酸化炭素の危険性等

に係る標識を設けること 

・閉止弁は、工事、整備、点検等により防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止された状態を維持すること 

・自動手動切替え装置は、工事、整備、点検等により防護区画内に人が立ち入る場合は、手動状態に維持するこ 

 と 

・消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に立ち入ることのな

いように維持すること 

・設備の構造並びに工事、整備及び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び手順を定めた図書を備えてお
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くこと 

○ その他所要の規定の整理を行うもの 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

【経過措置】 

本改正省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転若しくは模

様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目につい

ては、改正後の規則における閉止弁の設置に係る規定にかかわらず、令和６年３月 31 日までの間は、なお従

前の例によることとする等の所要の経過措置を設けるもの。 

（２）消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書及び工事整備対象設備等着工届出書に添付する書類につい 

  て 

【改正内容】 

○ 消防用設備等（特殊消防用設備等）設置届出書及び工事整備対象設備等着工届出書に添付する書 

類の合理化【規則第 31 条の３及び第 33条の 18 関係】 

国民の利便性向上及び行政事務の効率化の観点から、添付書類を削減するもの。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

 

３ 消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件に

ついて 

【改正の内容】 

別表第６に定められている不活性ガス消火設備の点検の基準について改正するもの。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

 

４ 消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の

実施に関し必要な細目の一部を改正する件について 

【改正の内容】 

消防設備士講習の講習科目に、工事整備対象設備等の工事又は整備における保安に関する要点を追加するもの。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

 

５ 消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登

録講習機関の行う講習に係る基準の一部を改正する件について 

【改正の内容】 

消防設備点検資格者の講習及び再講習の講習科目に、点検における保安に関する要点を追加するもの。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 

 

６ 不活性ガス消火設備の閉止弁の基準を定める件について 

【改正内容】 

不活性ガス消火設備に設けられる閉止弁に関する基準を新設するもの。 

【施行期日】 

令和５年４月１日 
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-------------------- 

◇消防法施行令の一部を改正する政令（政令第 305号） 

   [官報] 令和 4年 9月 14日 号外 第 198号  4頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20220914/20220914g00198/20220914g001980004f.html 

あらまし 

◇消防法施行令の一部を改正する政令（政令第 305号）（総務省） 

１  現に存する防火対象物に設置されているものであっても、最新の技術上の基準が適用される遡及対象設備に

一定の不活性ガス消火設備を加えることとした。（第三四条関係） 

２ 消防用設備等又は特殊消防用設備等について消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資

格を有する者に点検をさせなければならない防火対象物に総務省令で定める防火対象物を加えることとした。（第

三六条関係） 

３ この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。 

 

政令 

消防法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 

御 名  御 璽 

令和 4年 9月 14日                     内閣総理大臣  岸田 文雄 

政令第 305号 

消防法施行令の一部を改正する政令 

内閣は、消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第十七条の二の五第一項及び第十七条の三の三の規定に基

づき、この政令を制定する。 

消防法施行令（昭和三十六年政令第三十七号）の一部を次のように改正する。 

第二十九条の四第一項中「。以下この条」を「。以下この条及び第三十六条第二項第四号」に、「第三十四条第

七号」を「第三十四条第八号」に改める。 

第三十四条中第七号を第八号とし、第二号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加え

る。 

二 不活性ガス消火設備（全域放出方式のもので総務省令で定める不活性ガス消火剤を放射するものに限る。）

（不活性ガス消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準であつて総務省令で定めるものの適用を受ける

部分に限る。） 

第三十六条第二項中「有する者」の下に「（第四号において「消防設備士等」という。）」を加え、同項に次の一

号を加える。 

四 前三号に掲げるもののほか、消防用設備等又は特殊消防用設備等の防火安全性能を確保するために、消防

設備士等による点検が特に必要であるものとして総務省令で定める防火対象物 

附 則 

この政令は、令和五年四月一日から施行する。 

総務大臣  寺田 稔   

内閣総理大臣  岸田文雄   

 

-------------------- 

◇消防法施行規則の一部を改正する省令（総務省令第 62号） 

   [官報] 令和 4年 9月 14日 号外 第 198号 6～12頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20220914/20220914g00198/20220914g001980006f.html 

〇総務省令第 62号 

消防法（昭和二十三年法律第百八十六号）第十七条の三の二及び第十七条の十四並びに消防法施行令（昭和三

十六年政令第三十七号）第三十三条、第三十四条第二号及び第三十六条第二項第四号の規定に基づき、消防法施

行規則の一部を改正する省令を次のように定める。 
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令和 4年 9月 14日                          総務大臣  寺田 稔 

消防法施行規則の一部を改正する省令 

消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線

を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以

下「対象規定」という。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、

その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に

掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改 正 後 改 正 前 

目次  

[第一章・第一章の二 略] 

第二章 消防用設備等又は特殊消防用設備等 

   [第一節 略]  

  第二節 設置及び維持の技術上の基準 

    [第一款〜第五款 略] 

   第六款 雑則（第三十一条の八－第三十三条の

二） 

 第二章の二 消防設備士（第三十三条の二の二－第

三十三条の十八） 

  [第三章〜第七章 略] 

 附則 

（不活性ガス消火設備に関する基準） 

第十九条  ［略］ 

［２・３ 略］ 

４ 不活性ガス消火剤の貯蔵容器（以下この条におい

て「貯蔵容器」という。）に貯蔵する消火剤の量は、

次の各号に定めるところによらなければならない。 

一 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあって 

は、次のイ又はロに定めるところによること。 

イ 二酸化炭素を放射するものにあっては、次の 

(ｲ)から(ﾊ)までに定めるところにより算出さ 

れた量以上の量とすること。 

(ｲ) 通信機器室又は指定可燃物（可燃性固体類

及び可燃性液体類を除く。）を貯蔵し、若しく

は取り扱う防火対象物又はその部分にあって

は、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はそ

の部分の区分に応じ、当該防護区画の体積（不

燃材料で造られ、固定された気密構造体が存

する場合には、当該構造体の体積を減じた体

積。以下この条、第二十条及び第二十一条に

おいて同じ。）一立方メートルにつき同表下欄

に掲げる量の割合で計算した量 

    ［表略］ 

［(ﾛ)・(ﾊ) 略］ 

[ロ 略］ 

目次 

[第一章・第一章の二 同左] 

第二章 [同左] 

   [第一節 同左]  

  第二節 設置及び維持の技術上の基準 

    [第一款〜第五款 同左] 

   第六款 雑則（第三十一条の八－第三十三条） 

 

 第二章の二 消防設備士（第三十三条の二－第三十

三条の十八） 

  [第三章〜第七章 同左] 

 附則 

（不活性ガス消火設備に関する基準） 

第十九条  ［略］ 

［２・３ 略］ 

４ 不活性ガス消火剤の貯蔵容器（以下この条におい

て「貯蔵容器」という。）に貯蔵する消火剤の量は、

次の各号に定めるところによらなければならない。 

一 全域放出方式の不活性ガス消火設備にあつて 

は、次のイ又はロに定めるところによること。 

イ 二酸化炭素を放射するものにあつては、次の 

(ｲ)から(ﾊ)までに定めるところにより算出された

量以上の量とすること。 

(ｲ) 通信機器室又は指定可燃物（可燃性固体類及

び可燃性液体類を除く。）を貯蔵し、若しくは取

り扱う防火対象物又はその部分にあつては、次

の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分の

区分に応じ、当該防護区画の体積（不燃材料で

造られ、固定された気密構造体が存する場合に

は、当該構造体の体積を減じた体積。以下この

条、次条及び第二十一条において同じ。）一立方

メートルにつき同表下欄に掲げる量の割合で計

算した量 

   ［表略］ 

［(ﾛ)・(ﾊ) 略］ 

[ロ 略］ 
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二 局所放出方式の不活性ガス消火設備にあって

は、次のイ又はロに定めるところにより算出され

た量に、高圧式のものにあっては一・四を、低圧

式のものにあっては一・一をそれぞれ乗じた量以

上とすること。 

イ 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放

した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃

焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散す

るおそれがない場合にあっては、防護対象物の

表面積（当該防護対象物の一辺の長さが〇・六

メートル以下の場合にあっては、当該辺の長さ

を〇・六メートルとして計算した面積。第二十

条及び第二十一条において同じ。）一平方メート

ルにつき十三キログラムの割合で計算した量 

  [ロ 略］ 

 [三・四 略］ 

５ 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火

設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目

は、次のとおりとする。 

 [一～六 略］ 

六の二 貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に

適合する安全装置（容器弁に設けられたものを含

む。第十三号二、第二十条第四項第四号イ及び第

六号の二並びに第二十一条第四項第三号八及び第

五号の二において同じ。）を設けること。 

［六の三 略］ 

七 配管は、次のイから二までに定めるところによ

ること。 

  ［イ～ハ 略］ 

ニ 落差（配管の最も低い位置にある部分から最

も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。

第二十条第四項第七号ホ及び第二十一条第四項

第七号卜において同じ。）は、五十メートル以下

であること。 

［八～十二 略］ 

十三 起動用ガス容器は、次のイからニまでに定め

るところによること。 

イ 全域放出方式の不活性ガス消火設備（二酸化

炭素を放射するものに限る。）には、起動用ガス

容器を設けること。 

ロ ［略］ 

ハ ［略］ 

ニ ［略］ 

十四 起動装置は、次のイ又はロに定めるところに

よること。 

二 局所放出方式の不活性ガス消火設備にあつて

は、次のイ又はロに定めるところにより算出され

た量に、高圧式のものにあつては一・四を、低圧

式のものにあつては一・一をそれぞれ乗じた量以

上とすること。 

イ 可燃性固体類又は可燃性液体類を上面を開放

した容器に貯蔵する場合その他火災のときの燃

焼面が一面に限定され、かつ、可燃物が飛散す

るおそれがない場合にあつては、防護対象物の

表面積（当該防護対象物の一辺の長さが〇・六

メートル以下の場合にあつては、当該辺の長さ

を〇・六メートルとして計算した面積。次条及

び第二十一条において同じ。）一平方メートルに

つき十三キログラムの割合で計算した量 

  [ロ 略］ 

 [三・四 略］ 

５ 全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火

設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目

は、次のとおりとする。 

 [一～六 略］ 

六の二 貯蔵容器には、消防庁長官が定める基準に

適合する安全装置（容器弁に設けられたものを含

む。第十三号ハ、次条第四項第四号イ及び第六号

の二並びに第二十一条第四項第三号八及び第五号

の二において同じ。）を設けること。 

［六の三 略］ 

七 配管は、次のイから二までに定めるところによ

ること。 

  ［イ～ハ 略］ 

ニ 落差（配管の最も低い位置にある部分から最

も高い位置にある部分までの垂直距離をいう。

次条第四項第七号ホ及び第二十一条第四項第七

号卜において同じ。）は、五十メートル以下であ

ること。 

［八～十二 略］ 

十三 起動用ガス容器は、次のイからニまでに定め

るところによること。 

[新設] 

 

 

イ ［同左］ 

ロ ［同左］ 

ハ ［同左］ 

十四 ［同左］ 
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イ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備に

あっては、次の(ｲ)及び(ﾛ)に定めるところによ

ること。 

 

 

(ｲ) 手動式とすること。ただし、常時人のいな

い防火対象物その他手動式によることが不適

当な場所に設けるものにあっては、自動式と

することができる。 

(ﾛ) 全域放出方式のものには、消火剤の放射を

停止する旨の信号を制御盤へ発信するための

緊急停止装置を設けること。 

[ロ 略] 

[十五 略] 

十六 自動式の起動装置は、次のイからニまでに定

めるところによること。 

イ 起動装置は、次の(ｲ)及び(ﾛ)に定めるところ

によること。 

(ｲ) 自動火災報知設備の感知器の作動と連動

して起動するものであること。 

(ﾛ) 全域放出方式の不活性ガス消火設備（二酸

化炭素を放射するものに限る。）に設ける起   

動装置は、二以上の火災信号により起動する

ものであること。 

[ロ～ニ 略］ 

十七 音響警報装置は、次のイからニまでに定める

ところによること。 

  ［イ・ロ 略］ 

ハ 全域放出方式の不活性ガス消火設備に設ける

音響警報装置は、音声による警報装置とするこ

と。ただし、常時人のいない防火対象物（二酸

化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち、

自動式の起動装置を設けたものを設置したもの

を除く。）にあっては、この限りでない。 

［ニ 略］ 

 ［十八 略］ 

十九 全域放出方式の不活性ガス消火設備には、次

のイ又はロに定めるところにより保安のための措

置を講じること。 

イ ニ酸化炭素を放射するものにあっては、次の

(ｲ)から圉までに定めるところによること。 

   ［(ｲ)・(ﾛ) 略］ 

(ﾊ) 集合管（集合管に選択弁を設ける場合にあ

っては、貯蔵容器と選択弁の間に限る。）又は

操作管（起動用ガス容器と貯蔵容器の間に限

イ 二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備に

あっては、手動式とすること。ただし、常時人

のいない防火対象物その他手動式によることが

不適当な場所に設けるものにあっては、自動式

とすることができる。 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

[ロ 同左] 

[十五 同左] 

十六  [同左] 

 

イ 起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作

動と連動して起動するものであること。 

[新設] 

 

 

 

 

 

[ロ～ニ 同左］ 

十七 [同左] 

 

［イ・ロ 同左］ 

ハ 全域放出方式のものに設ける音響警報装置

は、音声による警報装置とすること。ただし、

常時人のいない防火対象物にあっては、この限

りでない。 

 

 

［ニ 同左］ 

 ［十八 同左］ 

十九 全域放出方式のものには、次のイ又はロに定

めるところにより保安のための措置を講じるこ

と。 

イ ニ酸化炭素を放射するものにあつては、次の

(ｲ)から圉までに定めるところによること。 

   ［(ｲ)・(ﾛ)  同左］ 

[新設] 
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る。）に消防庁長官が定める基準に適合する閉

止弁を設けること。 

(ﾆ) ［略］ 

(ﾎ) 二酸化炭素を貯蔵する貯蔵容器を設ける場

所及び防護区画の出入口等の見やすい箇所

に、次の⑴及び⑵に定める事項並びに日本産

業規格Ａ八三一二（二〇二二の図 A.1（一辺の

長さが〇・三メートル以上のものに限る。）を

表示した標識を設けること。 

⑴ 二酸化炭素が人体に危害を及ぼすおそれ

があること。 

⑵ 消火剤が放射された場合は、当該場所に立

ち入ってはならないこと。ただし、消火剤 

が排出されたことを確認した場合は、この

限りでない。 

ロ 窒素、ＩＧ－五五又はＩＧ－五四一を放射す

るものにあっては、イ(ﾆ) の規定の例によるこ

と。 

[十九の二・十九の三 略] 

二十 非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は

燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設

備を有効に一時間作動できる容量以上とするほ

か、第十二条第一項第四号ロからホまでの規定の

例により設けること。 

二十一 操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回

路（第二十条及び第二十一条において「操作回路

等」という。）の配線は、第十二条第一項第五号の

規定の例により設けること。 

[二十二〜二十四 略] 

[６ 略] 

第十九条の二 全域放出方式の不活性ガス消火設備

（二酸化炭素を放射するものに限る。）の維持に関す

る技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次の

とおりとする。 

一 閉止弁は、次のイ及びロに定めるところにより

維持すること。 

イ 工事、整備、点検その他の特別の事情により

防護区画内に人が立ち入る場合は、閉止された

状態であること。 

ロ イに掲げる場合以外の場合は、開放された状

態であること。 

二 自動手動切替え装置は、工事、整備、点検その

他の特別の事情により防護区画内に人が立ち入る

場合は、手動状態に維持すること。 

三 消火剤が放射された場合は、防護区画内の消火

 

 

(ﾊ) ［同左］ 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 窒素、ＩＧ－五五又はＩＧ－五四一を放射す

るものにあつては、イ(ﾊ)の規定の例によるこ

と。 

[十九の二・十九の三 同左] 

二十 非常電源は、自家発電設備、蓄電池設備又は

燃料電池設備によるものとし、その容量を当該設

備を有効に一時間作動できる容量以上とするほ

か、第十二条第一項第四号ロ、ハ、ニ及びホの規

定の例により設けること。 

二十一 操作回路、音響警報装置回路及び表示灯回

路（次条及び第二十一条において「操作回路等」

という。）の配線は、第十二条第一項第五号の規定

の例により設けること。 

[二十二〜二十四 同左] 

[６同左] 

[新設] 
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剤が排出されるまでの間、当該防護区画内に人が

立ち入らないように維持すること。 

四 制御盤の付近に設備の構造並びに工事、整備及

び点検時においてとるべき措置の具体的内容及び

手順を定めた図書を備えておくこと。 

（ハロゲン化物消火設備に関する基準） 

第二十条 全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴

射ヘッドは、第十九条第二項第一号の規定の例によ

るほか、次の各号に定めるところにより設けなけれ

ばならない。 

[一〜四 略] 

２ 局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッ

ドは、第十九条第三項第一号及び第二号並びに前項

第一号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各

号に定めるところにより設けなければならない。 

[一・二 略] 

[３ 略] 

４ 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消

火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目

は、第十九条第五項第三号及び第十八号の規定の例

によるほか、次のとおりとする。 

[一〜二の三 略] 

二の四 全域放出方式のハロゲン化物消火設備を設

置した防火対象物又はその部分の開口部は、次の

イ又はロに定めるところによること。 

イ ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン

一三〇一を放射するものにあっては、第十九条

第五項第四号イ(ﾛ)及び(ﾊ)の規定の例によるこ

と。 

ロ ＨＦＣ－二三、ＨＦＣ－二二七ｅａ又はＦＫ

－五－一－二一を放射するものにあっては、第

十九条第五項第四号ロの規定の例によること。 

[三 略］ 

四 貯蔵容器等は、第十九条第五項第六号の規定の

例によるほか、次のイから八までに定めるところ

による。 

［イ～ハ 略］ 

［五～九 略］ 

十 選択弁は、第十九条第五項第十一号イから八ま

での規定の例によるほか、消防庁長官が定める基

準に適合するものであること。 

［十一 略］ 

十二 起動用ガス容器は、第十九条第五項第十三号

（同号イを除く。）の規定の例により設けること。 

十二の二 起動装置は、次のイ又はロに定めるとこ

 

 

 

 

 

（ハロゲン化物消火設備に関する基準） 

第二十条 全域放出方式のハロゲン化物消火設備の噴

射ヘッドは、前条第二項第一号の規定の例によるほ

か、次の各号に定めるところにより設けなければな

らない。 

[一〜四 同左] 

２ 局所放出方式のハロゲン化物消火設備の噴射ヘッ

ドは、前条第三項第一号及び第二号並びに前項第一

号及び第二号イの規定の例によるほか、次の各号に

定めるところにより設けなければならない。 

[一・二 同左] 

[３ 同左] 

４ 全域放出方式又は局所放出方式のハロゲン化物消

火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目

は、前条第五項第三号及び第十八号の規定の例によ

るほか、次のとおりとする。 

[一〜二の三 同左] 

二の四 [同左] 

 

 

イ ハロン二四〇二、ハロン一二一一又はハロン

一三〇一を放射するものにあつては、前条第五

項第四号イ(ﾛ)及び(ﾊ)の規定の例によること。 

 

ロ ＨＦＣ－二三、ＨＦＣ－二二七ｅａ又はＦＫ

－五－一－二一を放射するものにあつては、前

条第五項第四号ロの規定の例によること。 

[三 同左］ 

四 貯蔵容器等は、前条第五項第六号の規定の例に

よるほか、次のイから八までに定めるところによ

る。 

［イ～ハ 同左］ 

［五～九 同左］ 

十 選択弁は、前条第五項第十一号イから八までの

規定の例によるほか、消防庁長官が定める基準に

適合するものであること。 

［十一 同左］ 

十二 起動用ガス容器は、前条第五項第十三号の規

定の例により設けること。 

十二の二 起動装置は、次のイ又はロに定めるとこ
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ろによること。 

イ ハロンニ四〇二、ハロン一二一一又はハロン

一三〇一を放射するものにあっては、第十九条

第五項第十四号イ(ｲ)、第十五号及び第十六号

（同号イ(ﾛ)及びハを除く。）の規定の例により

設けること。 

ロ ＨＦＣ－二三、ＨＦＣ－二二七ｅａ又はＦＫ

－五－一－二一を放射するものにあっては、第

十九条第五項第十四号ロ及び第十六号（同号イ

㈱を除く。）の規定の例により設けること。 

十三 音響警報装置は、第十九条第五項第十七号の

規定の例により設けること。ただし、ハロン一三

〇一を放射する全域放出方式のものにあっては、

音声による警報装置としないことができる。 

 ［十四・十四の二 略］ 

十五 非常電源及び操作回路等の配線は、第十九条

第五項第二十号及び第二十一号の規定の例により

設けること。 

 ［十六～十八 略］ 

５ 移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に

関する技術上の基準の細目は、第十九条第五項第六

号口及び八、同条第六項第二号から第五号まで並び

に前項第三号（ＨＦＣ－二三及びＨＦＣ－二二七ｅ

ａに係る部分を除く。）、第四号イから八まで、第五

号（ＨＦＣ－二二七ｅａに係る部分を除く。）、第六

号、第六号の二、第七号（ＨＦＣ－二三及びＨＦＣ

－二二七ｅａに係る部分を除く。）、第八号及び第十

六号の規定の例によるほか、次のとおりとする。 

[一～三 略］ 

（粉末消火設備に関する基準） 

第二十一条  ［略］ 

［２・３ 略］ 

４ 全域放出方式又は局所放出方式の粉末消火設備の

設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、第十

九条第五項第三号並びに第四号イ(ﾛ)及び(ﾊ)の規定

の例によるほか、次のとおりとする。 

 [一～十二 略］ 

十三 起動用ガス容器は、第十九条第五項第六号並

びに第十三号ロ及びニの規定の例によるほか、次

のイ及びロに定めるところによること。 

  ［イ・ロ 略］ 

十四 起動装置は、第十九条第五項第十四号イ(ｲ)、

第十五号及び第十六号（同号イ(ﾛ)及びハを除く。）

の規定の例によること。 

［十五 略］ 

ろによること。 

イ ハロンニ四〇二、ハロン一二一一又はハロン

一三〇一を放射するものにあつては、前条第五

項第十四号イ(ｲ)、第十五号及び第十六号（同号

ハを除く。）の規定の例により設けること。 

 

ロ ＨＦＣ－二三、ＨＦＣ－二二七ｅａ又はＦＫ

－五－一－二一を放射するものにあっては、前

条第五項第十四号ロ及び第十六号の規定の例に

より設けること。 

十三 音響警報装置は、前条第五項第十七号の規定

の例により設けること。ただし、ハロン一三〇一

を放射する全域放出方式のものにあっては、音声

による警報装置としないことができる。 

 ［十四・十四の二 同左］ 

十五 非常電源及び操作回路等の配線は、前条第五

項第二十号及び第二十一号の規定の例により設け

ること。 

 ［十六～十八 同左］ 

５ 移動式のハロゲン化物消火設備の設置及び維持に

関する技術上の基準の細目は、前条第五項第六号口

及び八、同条第六項第二号から第五号まで並びに前

項第三号（ＨＦＣ－二三及びＨＦＣ－二二七ｅａに

係る部分を除く。）、第四号イから八まで、第五号（Ｈ

ＦＣ－二二七ｅａに係る部分を除く。）、第六号、第

六号の二、第七号（ＨＦＣ－二三及びＨＦＣ－二二

七ｅａに係る部分を除く。）、第八号及び第十六号の

規定の例によるほか、次のとおりとする。 

[一～三 同左］ 

（粉末消火設備に関する基準） 

第二十一条 ［同左］ 

［２・３ 同左］ 

４ ［同左］ 

 

 

 

[一～十二 同左］ 

十三 起動用ガス容器は、前条第五項第六号並びに

第十三号イ及びハの規定の例によるほか、次のイ

及びロに定めるところによること。 

  ［イ・ロ 同左］ 

十四 起動装置は、第十九条第五項第十四号イ、第

十五号及び第十六号（同号ハを除く。）の規定の例

によること。 

［十五 同左］ 
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十六 全域放出方式のものには、第十九条第五項第

十九号イ(ｲ)、(ﾛ)及び(ﾆ)に規定する保安のだめの

措置を講じること。 

［十七～二十 略］ 

［５ 略］ 

（消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検

査） 

第三十一条の三 法第十七条の三の二の規定による検

査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防

火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備

等の設置に係る工事が完了した場合において、その

旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消

防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に、次の

各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める書類

を添えて届け出なければならない。 

一 消防用設備等 当該設置に係る消防用設備等に

関する図書で次に掲げるもの及び消防用設備等試

験結果報告書 

イ 平面図 

ロ 配管及び配線の系統図 

二 特殊消防用設備等 当該設置に係る特殊消防用

設備等に関する図書で前号イ及び囗に掲げるも

の、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持

計画（以下「設備等設置維持計画」という。）並び

に特殊消防用設備等試験結果報告書 

２ 消防長又は消防署長は、前項の規定による届出が

あったときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置さ

れた消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第十七

条第一項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第

二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準（以

下この条、第三十一条の四並びに第三十一条の五第

二項第二号及び同条第三項において「設備等技術基

準」という。）又は設備等設置維持計画に適合してい

るかどうかを検査しなければならない。 

 

 

［３・４ 略］ 

５ 第一項第一号の規定による消防用設備等試験結果

報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が

定める。 

（消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報

告） 

第三十一条の六 ［略］ 

［２～６ 略］ 

７ 法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める

十六 全域放出方式のものには、第十九条第五項第

十九号イに規定する保安のだめの措置を講じるこ

と。 

［十七～二十 同左］ 

［５ 同左］ 

（消防用設備等又は特殊消防用設備等の届出及び検

査） 

第三十一条の三 法第十七条の三の二の規定による検

査を受けようとする防火対象物の関係者は、当該防

火対象物における消防用設備等又は特殊消防用設備

等の設置に係る工事が完了した場合において、その

旨を工事が完了した日から四日以内に消防長又は消

防署長に別記様式第一号の二の三の届出書に、次に

掲げる書類を添えて届け出なければならない。 

一 当該設置に係る消防用設備等又は特殊消防用設

備等に関する図書 

 

 

 

 

二 当該設置に係る消防用設備等試験結果報告書又

は特殊消防用設備等試験結果報告書 

 

 

 

２ 消防長又は消防署長は、前項の規定による届出が

あつたときは、遅滞なく、当該防火対象物に設置さ

れた消防用設備等又は特殊消防用設備等が法第十七

条第一項の政令若しくはこれに基づく命令、同条第

二項の規定に基づく条例で定める技術上の基準（以

下この条、第三十一条の四並びに第三十一条の五第

二項第二号及び同条第三項において「設備等技術基

準」という。）又は法第十七条第三項に規定する設備

等設置維持計画（以下「設備等設置維持計画」とい

う。）に適合しているかどうかを検査しなければなら

ない。 

［３・４ 同左］ 

５ 第一項第二号の規定による消防用設備等試験結果

報告書の様式は、消防用設備等ごとに消防庁長官が

定める。 

（消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報

告） 

第三十一条の六 ［同左］ 

［２～６ 同左］ 

７ 法第十七条の三の三に規定する総務省令で定める
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資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する

者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に

関し必要な知識及び技能を修得することができる講

習であって、消防庁長官の登録を受けた法人（以下

この条及び第三十一条の七において「登録講習機関」

という。）の行うものの課程を修了し、当該登録講習

機関が発行する消防用設備等又は特殊消防用設備等

の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを

証する書類（次項及び第三十一条の七第二項におい

て「免状」という。）の交付を受けている者（次項及

び第三十一条の七第二項において「消防設備点検資

格者」という。）とする。 

[一～十 略］ 

［８ 略］ 

（消防設備士等による点検が特に必要である防火対

象物） 

第三十一条の六の二 令第三十六条第二項第四号の総

務省令で定める防火対象物は、全域放出方式の不活

性ガス消火設備（二酸化炭素を放射するものに限

る。）が設置されているものとする。 

 （登録講習機関） 

第三十一条の七 第三十一条の六第七項の規定による

消防庁長官の登録は、同項の講習を行おうとする法

人の申請により行う。 

［２ 略］ 

（適用が除外されない不活性ガス消火設備） 

第三十三条の二 令第三十四条第二号に規定する総務

省令で定める不活性ガス消火剤は、二酸化炭素とす

る。 

２ 令第三十四条第二号に規定する不活性ガス消火設

備の設置及び維持に関する技術上の基準であって総

務省令で定めるものは、第十九条第五項第十九号イ

㈲及び圉並びに第十九条の二の坦定とする。 

 （消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備

の範囲） 

第三十三条の二の二  ［略］ 

（工事整備対象設備等着工届） 

第三十三条の十八 法第十七条の十四の規定による届

出は、別記様式第一号の七の工事整備対葹設備等着

工届出書に、次の各号に掲げる区分に応じて、当該

各号に定める書類の写しを添付して行わなければな

らない。 

一 消防用設備等 当該消防用設備等の工事の設計

に関する図書で次に掲げるもの 

  イ 平面図 

資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する

者で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に

関し必要な知識及び技能を修得することができる講

習であって、消防庁長官の登録を受けた法人（以下

この条及び次条において「登録講習機関」という。）

の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発

行する消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検に

関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書

類（次項及び次条第二項において「免状」という。）

の交付を受けている者（次項及び次条第二項におい

て「消防設備点検資格者」という。）とする。 

[一～十 同左］ 

［８ 同左］ 

 

 

 

[新設] 

 

 

 

 （登録講習機関） 

第三十一条の七 前条の六項の規定による消防庁長官

の登録は、同項の講習を行おうとする法人の申請に

より行う。 

［２ 略］ 

 

[新設] 

 

 

 

 

 

 

（消防設備士でなくても行える消防用設備等の整備

の範囲） 

第三十三条の二 ［同左］ 

（工事整備対象設備等着工届） 

第三十三条の十八 ［同左］ 

 

 

 

 

一 消防用設備等 当該消防用設備等の工事の設計

に関する図書 

  [新設] 
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  ロ 配管及び配線の系統図 

  ハ 計算書 

二 特殊消防用設備等 当該特殊消防用設備等の工

事の設計に関する前号イからハまでに掲げる図

書、設備等設置維持計画、法第十七条の二第三項

の評価結果を記載した書面及び法第十七条の二の

二第二項の認定を受けた者であることを証する書

類 

 

 

二 特殊消防用設備等 当該特殊消防用設備等の工

事の設計に関する図書、設備等設置維持計画、法

第十七条の二第三項の評価結果を記載した書面及

び法第十七条の二の二第二項の認定を受けた者で

あることを証する書類 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

附 則 

（施行期日） 

第一条 この省令は、令和五年四月一日から施行する。 

（経過措置） 

第二条 この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若

しくは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の

細目については、この省令による改正後の消防法施行規則（以下「新規則」という。）第十九条第五項第十三

号イ、第十四号イ(ﾛ)、第十六号イ(ﾛ)及び第十七号ハの規定にかかわらず、なお従前の例による。 

２ 前項の規定は、不活性ガス消火設備で次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。 

一 工事の着手が新規則の規定の施行又は適用の後である消防法施行令第三十四条の二で定める増築若しくは

改築又は同令第三十四条の三で定める大規模の修繕若しくは模様替えに係る防火対象物における不活性ガス

消火設備 

二 新規則第十九条第五項第十三号イ、第十四号イ(ﾛ)、第十六号イ(ﾛ)又は第十七号ハの規定に適合するに至

った防火対象物における不活性ガス消火設備 

３ この省令の施行の際現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若しく

は模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に係る技術上の基準の細目に

ついては、新規則第十九条第五項第十九号イ(ﾊ)の規定にかかわらず、令和六年三月三十一日までの間は、なお

従前の例による。 

 

-------------------- 

◇消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式の一部を改正する件（消

防庁告示第５号）  

   [官報] 令和 4年 9月 14日 号外 第 198号 15～16頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20220914/20220914g00198/20220914g001980015f.html 

○消防庁告示第５号 

平成十六年消防庁告示第九号（消防法施行規則第三十一条の六第一項及び第三項の規定に基づく消防用設備等

又は特殊消防用設備等の種類及び点検内容に応じて行う点検の期間、点検の方法並びに点検の結果についての報

告書の様式）第二第一号及び第二号の規定に棊づき、昭和五十年消防庁告示第十四号（消防用設備等の点検の基

準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式）の一部を次のように改正する。 

令和 4年 9月 14日                         消防庁長官  前田 一浩 

次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規

定」という。）は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部

分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象

規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。 

改 正 後 改 正 前 

別表第６ 不活性ガス消火設備の点検の基準 別表第６ [同左] 
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１ 機器点検 

  次の事項について確認すること。 

[⑴～⑷ 略] 

 ⑸ 標識（貯蔵容器を設ける場所及び防護区画の出

入口等に設けられるものに限る｡）出入口等の見や

すい位置に設けられ、損傷、脱落、汚損等がない

こと。 

⑹ 起動装置 

[ア 略］ 

  イ 自動式起動装置 

   ［(ｱ)～(ｳ) 略］ 

   (ｴ) ＡＮＤ回路制御機能（二酸化炭素を放射す

る不活性ガス消火設備に限る｡）正常であるこ

と。 

ウ 緊急停止装置（二酸化炭素を放射する不活性

ガス消火設備に限る｡）機能が正常であること。 

⑺ ［略］ 

⑻ ［略］ 

⑼ 配管等 

［ア・イ 略］ 

  ウ 閉止弁（二酸化炭素を放射する不活性ガス消

火設備に限る｡） 

(ｱ) 外形 

変形、損傷、著しい腐食等がないこと。 

(ｲ) 機能 

開閉位置が正常で、かつ、開閉操作が容易

にできること。 

⑽～⒇ ［略］ 

［２ 略］ 

１ [同左] 

  [同左] 

[⑴～⑷ 同左] 

  [新設] 

 

 

 

 ⑸  [同左] 

[ア 同左］ 

  [イ 同左] 

   ［(ｱ)～(ｳ)  同左］ 

    [新設] 

 

 

   [新設] 

 

 ⑹  [同左] 

 ⑺  [同左] 

 ⑻ ［同左］ 

［ア・イ 同左］ 

  ウ 閉止弁（二酸化炭素を放射する不活性ガス消

火設備に限る｡ 

変形、損傷、著しい腐食等がなく、開閉位置が

正常で、かつ、開閉操作が容易にできること。 

 

 

 

⑼～⒆ ［同左］ 

［２ 同左］ 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

   附 則 

 この告示は、令和五年四月一日から施行する。 

 

-------------------- 

◇消防法施行規則第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登

録講習機関の行う講習に係る基準の一部を改正する件（消防庁告示第６号） 

   [官報] 令和 4年 9月 14日 号外 第 198号 16～17頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20220914/20220914g00198/20220914g001980016f.html 

○消防庁告示第６号 

 消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第三十一条の七第二項において準用する消防法施行規則第一

条の四第十項の規定に基づき、平成十六年消防庁告示第十八号（消防法施行規則第三十一条の七第二項において

準用する消防法施行規則第一条の四第十項の規定に基づく登録講習機関の行う講習に係る基準）の一部を次のよ

うに改正する。 

令和 4年 9月 14日                         消防庁長官  前田 一浩 

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線

を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）
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は、これを加える。 

改 正 後 改 正 前 

第三 講習科目及び講習時間 

一 特種の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目

について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間

を基準として行うものとする。 

講習科目 講習時間 

[略] [略] 

消防用設備等概論 

 イ 消防用設備等の概論                    

 ロ 点検における保安に関する

要点 

二時間 

[略] [略] 

二 第一種又は第二種の講習は、次の表の上欄に掲

げる講習科目について、それぞれ同表の欄に掲げ

る講習時間を基準として行うものとする。 

講習科目 講習時間 

[略] [略] 

消防用設備等の点検要領及び点検

における保安に関する要点 

六時間 

 [三・四 略] 

第四 講習科目の一部免除 

一 特種の講習については、第三第一号の規定に関

わらず、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じそ

れぞれ同表の下欄に掲げる講習科目を免除するこ

とができるものとする。 

講習科目の一部を免除する

ことができる者 

免除することができ

る講習科目 

第一種及び第二種の消防設

備点検資格者免状の交付を

受けている者 

 

消防用設備等及び特

殊消防用設備等の点

検制度、消防法規、

建築基準法規、火災

予防概論及び消防用

設備等概論（点検に

おける保安に関する

要点を除く。） 

規則第三十三条の三第一項

に規定する甲種消防設備士

で第一類から第三類までの

いずれか、第四類及び第五類

の免状の交付を受けている

者 

[略] [略] 

［二 略］ 

第七 再講習科目及び再講習時間 

 一 特種の再講習は、次の表の上欄に掲げる再講習

科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる再講

習時間を基準として行うものとする。 

再講習科目 再講習時間 

第三 講習科目及び講習時間 

一 特種の講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目

について、それぞれ同表の下欄に掲げる講習時間

を基準として行うものとする。 

[同左] [同左] 

[同左] [同左] 

消防用設備等概論 

 [新設] 

 [新設] 

 

[同左] 

[同左] [同左] 

二 第一種又は第二種の講習は、次の表の上欄に掲

げる講習科目について、それぞれ同表の欄に掲げ

る講習時間を基準として行うものとする。 

[同左] [同左] 

[同左] [同左] 

消防用設備等の点検要領 

 

[同左] 

 [三・四 略] 

第四 [同左] 

 一 [同左] 

 

 

 

[同左] [同左] 

 

[同左] 

 

 

 

消防用設備等及び特

殊消防用設備等の点

検制度、消防法規、

建築基準法規、火災

予防概論及び消防用

設備等概論 

[同左] 

 

 

 

 

 

[略] [略] 

［二 同左］ 

第七 [同左] 

 一 [同左] 

 

 

[同左] [同左] 
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[㈠ 略] [略] 

㈡ 点検実務 

 ［イ～ハ 略］ 

 ニ 点検における保安に関す

る要点 

四時間 

二 第一種又は第二種の再講習は、次の表の上欄に

掲げる再講習科目について、それぞれ同表の下欄

に掲げる再講習時間を基準として行うものとる。 

再講習科目 再講習時間 

[㈠ 略] [略] 

㈡ 点検実務 

  ［イ～ハ 略］ 

 ニ 点検における保安に関す

る要点 

四時間 

 

[㈠ 略] [略] 

㈡ 点検実務 

 ［イ～ハ 同左］ 

 [新設] 

 

[同左] 

二 [同左] 

 

 

[同左] [同左] 

[㈠ 略] [略] 

㈡ 点検実務 

  ［イ～ハ 同左］ 

 [新設] 

 

[同左] 

 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

附 則 

 この告示は、令和五年四月一日から施行する。 

 

-------------------- 

◇消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習の

実施に関し必要な細目の一部を改正する件（消防庁告示第 7号） 

   [官報] 令和 4年 9月 14日 号外 第 198号 17～18頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20220914/20220914g00198/20220914g001980017f.html 

○消防庁告示第７号 

消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第三十三条の十七第三項の規定に基づき、平成十六年消防庁

告示第二十五号（消防法施行規則第三十三条の十七第三項の規定に基づく工事整備対象設備等の工事又は整備に

関する講習の実施に関し必要な細目）の一部を次のように改正する。 

令和 4年 9月 14日                         消防庁長官  前田 一浩 

次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定（以下「対象規定」という。）は、これ

を加える。 

改 正 後 改 正 前 
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第二 講習科目及び講習時間 

一 講習科目及び講習時間は、次のとおりとする。 

 (一)  特殊消防用設備等の講習区分に係る講習 

講習科目 講習時間 

[イ 略] [略] 

ロ 工事整備対象設備等の工事又

は整備等に関する事項 

 [(イ)～(ヘ) 略] 

 (ト)  工事整備対象設備等の

工事又は整備における保安に

関する要点 

四時間以上 

(二) 第一種又は第二種の講習は、次の表の上欄

に掲げる講習科目について、それぞれ同表の欄

に掲げる講習時間を基準として行うものとす

る。 

講習科目 講習時間 

[イ 略] [略] 

ロ 工事整備対象設備等の工事又

は整備等に関する事項 

 [(イ)～(ニ) 略] 

 (ホ)  工事整備対象設備等の

工事又は整備における保安に

関する要点 

六時間 

 [二・三 略] 

第二  [同左] 

一  [同左] 

 (一)  [同左] 

[同左] [同左] 

[イ 同左] [同左] 

ロ [同左] 

 

 [(イ)～(ヘ)  同左] 

 [新設] 

 

 

[同左] 

(二)  [同左] 

 

 

 

[同左] [同左] 

[イ 同左] [同左] 

ロ [同左] 

 

 [(イ)～(ニ)  同左] 

 [新設] 

 

 

[同左] 

 [二・三 同左] 

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 

附 則 

 この告示は、令和五年四月一日から施行する。 

-------------------- 

◇不活性ガス消火設備の閉止弁の基準（消防庁告示第８号） 

   [官報] 令和 4年 9月 14日 号外 第 198号 18～20頁 

   https://kanpou.npb.go.jp/20220914/20220914g00198/20220914g001980018f.html 

○消防庁告示第８号 

 消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第十九条第五項第十九号イ㈲の規定に基づき、不活性ガス消

火設備の閉止弁の基準を次のように定める。 

令和 4年 9月 14日                         消防庁長官  前田 一浩 

   不活性ガス消火設備の閉止弁の基準 

第一 趣旨 

  この告示は、消防法施行規則（昭和三十六年自治省令第六号）第十九条第五項第十九号イ川に規定する不活

性ガス消火設備の閉止弁の基準を定めるものとする。 

第二 構造及び機能 

  閉止弁の構造及び機能は、次に定めるところによる。 

 一 常時開放状態にあって、直接操作及び遠隔操作により閉止できるもの又は直接操作により閉止できるもの

であること。 

二 直接操作により操作する部分には、操作の方向又は開閉位置を表示すること。 

三 見やすい箇所に、常時開放し点検時に閉止する旨を表示すること。 
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四 開放及び閉止の旨の信号を制御盤に発信するスイッチ等が設けられていること。 

五 使用時に破壊、亀裂等の異常を生じないものであること。 

六 管との接続部は、管と容易に、かつ、確実に接続できるものであること。 

七 にこり又は湿気により機能に異常を生じないものであること。 

八 弁箱の外表面は、なめらかで、使用上支障のある腐食、割れ、きず又はしわがないものであること。 

第三 材質 

閉止弁の材質は、次に定めるところによる。 

一 弁箱は、次のいずれかに適合するものであること。 

㈠ ＪＩＳ（産業標準化法（昭和二十四年法律第百八十五号）第二十条第一項の日本産業規格をいう。以   

下同じ。）Ｇ四〇五一、Ｇ四三〇一三Ｇ五コ一一、Ｇ五一五一、Ｈ三二五〇、Ｈ五二一〇又はＨ五一二一 

㈡ ㈠に掲げるものと同一又は類似の試料採取方法及び試験方法により化学的成分及び機械的性質が同一   

又は類似しているもの 

  (三) ㈠又は㈡に掲げるものと同等以上の強度及び耐食性を有するもの 

二 さびの発生により機能に影響を与えるおそれのある部分は、有効な防錆処理を施したものであること。 

三 ゴム及び合成樹脂等は、容易に変質しないものであること。 

第四 耐圧試験 

閉止弁の耐圧試験は、次に定めるところによる。 

一 弁箱は、二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち低圧式のものにあっては三・七五メガパスカル、

その他のものにあっては最高使用圧力（集合管（集合管に選択弁を設けるものにあっては、貯蔵容器と選択

弁の間に限る。）に設ける閉止弁にあっては温度四十度における貯蔵容器の蓄圧全圧力（消火設備に圧力調整

装置付のものにあっては調整圧力）。操作管（起動用ガス容器と貯蔵容器の間に限る。）に設ける閉止弁にあ

っては温度四十度における起動用ガス容器の圧力。以下同じ。）の一・五倍の水圧力を二分間加えた場合に、

漏れ又は変形を生じないものであること。 

二 弁を閉止した状態で弁の一次側に二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち低圧式のものにあって

は三・七五メガパスカル、その他のものにあっては最高使用圧力の一・五倍の水圧力を二分間加えた場合に、

損傷等を生じないものであること。 

第五 気密試験 

閉止弁の気密試験は、次に定めるところによる。 

一 弁を開放した状態で二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち低圧式のものにあっては二・三メガ

パスカル、その他のものにあっては最高使用圧力の窒素ガス圧力又は空気圧力を五分間加えた場合に、漏れ

を生じないものであること。 

二 弁を閉止した状態で弁の一次側に二酸化炭素を放射する不活性ガス消火設備のうち低圧式のものにあって

は二・三メガパスカル、その他のものにあっては最高使用圧力の窒素ガス圧力又は空気圧力を五分間加えた

場合に、漏れを生じないものであること。 

第六 作動試験 

閉止弁の作動試験は、次に定めるところによる。 

一 直接操作又は遠隔操作により操作した場合に、確実に開閉すること。 

二 閉止の状態で閉止の旨の信号が発せられること。 

三 開放の状態で開放の旨の信号が発せられること。 

第七 等価管長 

  閉止弁は、起動用ガス容器と貯蔵容器の間の操作管に設けるものを除き、水により等価管長を測定した場合

に、その値が次に掲げるところによること。 

 一 ボール弁（フルボアのものを除く。）にあっては、五十メートル以下であること。 

 二 ボール弁以外のものにあっては、呼び径五十以下のものの場合には五十メートル以下、呼び径六十五以上

のものの場合には百メートル以下であること。 

三 ボール弁のうちフルボアのものにあっては、呼び径及び鋼管の種別に応じ、次の表に掲げる値であること。 
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         鋼管の種別 

呼び径 

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳＧ三

四五四）スケジュール四十 

圧力配管用炭素鋼鋼管（ＪＩＳＧ三

四五四）スケジュールハ十 

十五 〇・一 〇・一 

二十 〇・二 〇・二 

二十五 〇・二 〇・二 

三十二 〇・三 〇・三 

四十 〇・四 〇・四 

五十                          〇・五 〇・五 

六十五                         〇・七 〇・六 

八十                          〇・八 〇・八 

九十                            一・〇 〇・九 

百                            一・二 一・一 

百二十五                         一・五 一・四 

百五十                           一・九 一・八 

（単位：メートル） 

第八 表示 

閉止弁には、次に掲げる事項をその見やすい箇所に容易に消えないよう表示すること 

 一 製造者名又は商標 

 二 製造年 

 三 耐圧試験圧力値 

 四 型式記号 

 五 流体の流れ方向（流れ方向に制限のない場合は除く。） 

附 則 

１ この告示は、令和五年四月一日から施行する。 

２ この告示の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若し

くは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に設けられている閉止弁の

うち、次の各号に適合するものについては、第二から第七までの規定にかかわらず、この告示に適合するもの

とみなす。 

 一 直接操作により操作する部分に、操作の方向又は開閉位置が表示されているものであること。 

 二 見やすい箇所に、常時開放し点検時に閉止する旨が表示されているものであること。 

 三 直接操作又は遠隔操作により操作した場合に、確実に開閉するものであること。 

３ この告示の施行の際、現に存する防火対象物若しくはその部分又は現に新築、増築、改築、移転、修繕若し

くは模様替えの工事中の防火対象物若しくはその部分における不活性ガス消火設備に令和六年三月三十一日ま

でに新たに設ける閉止弁のうち、第二第四号並びに第六第二号及び第三号以外の規定に適合するものについて

は、この告示に適合するものとみなす。 

******************************************************************* 以上 ******************** 
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